
参
考
：根
拠
法
等
②

【
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
】

（
管
理
者
の
義
務
）

第
八
条

薬
局
の
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
薬
局
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
そ
の

他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ
の
薬
局
の
構
造
設
備
及
び
医
薬
品
そ
の
他
の
物
品
を
管
理
し
、
そ
の
他
そ
の
薬
局
の
業
務

に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
薬
局
の
管
理
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
薬
局
の
業
務
に
つ
き
、
薬
局
開
設
者
に

対
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
薬
事
法
の
施
行
に
つ
い
て
（
昭
和

3
6
年
2
月

8
日
薬
発
第
4
4
号
厚
生
省
薬
務
局
長
）
】

第
三
薬
局
に
関
す
る
事
項

３
法
第
八
条
の
管
理
に
関
す
る
規
定
は
、
開
局
中
は
常
時
直
接
管
理
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
い
わ
ゆ
る
名
義
貸

し
等
の
事
態
を
強
く
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
管
理
薬
剤
師
が
そ
の
地
位
を
離
れ
た
場
合
に

本
人
か
ら
そ
の
旨
を
届
け
出
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
そ
の
他
適
当
な
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
。

法
第
八
条
第
三
項
の
許
可
は
、
薬
局
の
管
理
者
が
非
常
勤
の
学
校
薬
剤
師
を
兼
ね
る
場
合
等
で
あ
つ
て
薬
局
の
管
理
者

と
し
て
の
義
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
つ
て
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
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萩
（山
口
県
）
の
薬
剤
師
・薬
局
数
の
推
移
比
較

○
　
薬
剤
師
数

H
2
0

H
2
2

H
2
4

H
2
6

H
2
8

全
国

2
6
7
,7
5
1
2
7
6
,5
1
7
2
8
0
,0
5
2
2
8
8
,1
5
1
3
0
1
,3
2
3

萩
市
＋
阿
武
町

1
0
0

9
9

9
8

9
7

9
6

○
　
薬
局
数

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

全
国

5
5
,7
9
7

5
7
,0
7
1

5
7
,7
8
4

5
8
,3
2
6

5
8
,6
7
8

山
口
県
（
萩
市
含
む
）
8
2
2

8
2
6

8
2
4

8
2
5

8
1
5

（
単
位
：
か
所
）

（
出
典
：
厚
生
労
働
省
「
衛
生
行
政
報
告
例
」
）

（
単
位
：
人
）

（
出
典
：
全
国
の
薬
剤
師
数
は
、
厚
生
労
働
省
「
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
調
査
」
、
萩

市
及
び
阿
武
町
の
薬
剤
師
数
は
薬
剤
師
法
に
基
づ
く
薬
剤
師
届
出
票
）
※
２
年
ご
と
に

実
施

26
7,

75
1 

2
7

6
,5

1
7

 
28

0,
05

2 

28
8,

15
1 

3
0

1
,3

2
3

 
10

0 

9
9

 

98
 

97
 

9
6

 

9
4

9
5

9
6

9
7

9
8

9
9

1
0

0

1
0

1

25
0,

00
0

26
0,

00
0

27
0,

00
0

28
0,

00
0

29
0,

00
0

30
0,

00
0

31
0,

00
0

H
2

0
H

2
2

H
2

4
H

2
6

H
2

8

薬
剤
師
数
の
推
移

全
国

萩
市
＋
阿
武
町

○
　
薬
局
数

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

全
国

5
5
,7
9
7
5
7
,0
7
1
5
7
,7
8
4
5
8
,3
2
6
5
8
,6
7
8

山
口
県
(萩
市
含
む
）

8
2
2

8
2
6

8
2
4

8
2
5

8
1
5

（
単
位
：
か
所
）

（
出
典
：
厚
生
労
働
省
「
衛
生
行
政
報
告
例
」
）

5
5

,7
9

7
 

5
7

,0
7

1
 

5
7

,7
8

4
 

5
8

,3
2

6
 

5
8

,6
7

8
 

82
2 

8
2

6
 

82
4 

8
2

5
 

81
5 

80
8

81
0

8
1

2

81
4

81
6

81
8

82
0

82
2

82
4

82
6

82
8

5
4

,0
0

0

5
4

,5
0

0

5
5

,0
0

0

5
5

,5
0

0

5
6

,0
0

0

5
6

,5
0

0

5
7

,0
0

0

5
7

,5
0

0

5
8

,0
0

0

5
8

,5
0

0

5
9

,0
0

0

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8

薬
局
数
の
推
移

全
国

山
口
県
（
萩
市
含
む
）
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出
典

【統
計
デ
ー
タ
引
用
】

•
第

7
次
山
口
県
保
健
医
療
計
画

•
平
成

2
9
年
度
薬
務
行
政
の
概
要
（山
口
県

健
康
福
祉
部
薬
務
課
）

•
萩
市
の
人
口

•
薬
局
マ
ッ
プ

•
厚
生
労
働
省
「医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

調
査
」

•
厚
生
労
働
省
「衛
生
行
政
報
告
例
」

•
薬
剤
師
法
に
基
づ
く
薬
剤
師
届
出
票
（萩
環

境
保
健
所
聞
き
取
り
）

【イ
ラ
ス
ト
引
用
】

•
か
わ
い
い
フ
リ
ー
素
材
集
い
ら
す
と
や

•
可
愛
い
無
料
イ
ラ
ス
ト
・人
物
素
材
フ
リ
ー
ラ

地
を
離
れ
て
人
な
く
、

人
を
離
れ
て
事
な
し、

故
に
人
事
を
論
ぜ
ん

と
欲
せ
ば
、

先
ず
地
理
を
観
よ
。

吉
田
松
陰
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児
童
養
護
施
設
の

保
育
士
配
置
基
準
の
緩
和

鳥
取
県

1

地
方
分
権
改
革
に
係
る
提
案

70

重点番号３：児童養護施設に配置すべき職員の数に幼稚園教諭を含めることができるよう見直し　　　　　　　　（鳥取県）



＜
鳥
取
県
内
の
児
童
養
護
施
設
：５
か
所
定
員
２
１
３
人
＞

2

米
子
聖
園
天
使
園

定
員

44
人

地
域
小
規
模
１
か

所
6人

青
谷
こ
ど
も
学
園
定
員

35
人

鳥
取
こ
ど
も
学
園
定
員

40
人

地
域
小
規
模
３
か
所
×

6人
＝
１
８
人

光
徳
子
供
学
園
定
員

30
人

因
伯
子
供
学
園
定
員

40
人
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児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
に
基
づ
く
職
員
配
置
の
要
件
を
緩
和
す
る
。

3

提
案
の
概
要

○
児
童
養
護
施
設
に
は
、
保
育
士
を
配
置
す
る
こ
と
と
さ
れ

い
る
職
種
の
規
定
を
、
幼
稚
園
教
諭
も
配
置
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
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児
童
養
護
施
設
で
は
、
幼
稚
園
教
諭
は
現
行
基
準
で
定
め
る
職
員

数
に
含
ま
れ
な
い
が
、
幼
稚
園
教
諭
の
役
割
は
、
児
童
の
健
や
か
な
成

長
の
た
め
に
そ
の
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
で
あ
り
、
児
童
養
護

施
設
で
生
活
す
る
児
童
に
対
し
て
も
保
育
士
同
様
に
そ
の
役
割
を
十

分
果
た
し
得
る
職
種
で
あ
る
。

県
内
の
養
成
施
設
に
お
い
て
は
、
保
育
士
資
格
及
び
幼
稚
園
教
諭

免
許
の
取
得
が
可
能
で
あ
る
が
、
年
に
数
人
は
幼
稚
園
教
諭
免
許
の

み
を
取
得
し
て
卒
業
す
る
者
も
い
る
。

保
育
所
等
に
お
い
て
は
、
平
成
２
８
年
に
配
置
基
準
の
弾
力
化
が
図

ら
れ
て
、
幼
稚
園
教
諭
を
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

4

提
案
に
至
っ
た
背
景
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児
童
養
護
施
設
の
現
場
で
は
、
保
育
士
の
人
材
確
保
に
苦
慮
し

て
お
り
、
平
成
３
０
年
４
月
時
点
の
鳥
取
県
に
お
け
る
保
育
士
の
有

効
求
人
倍
率
は
２
．
２
７
と
、
求
め
る
人
材
の
半
分
の
希
望
者
も
い
な

い
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
保
育
士
等
福
祉
人
材
の
無
料
職
業
紹
介
を
行
う
福
祉
人

材
セ
ン
タ
ー
で
は
過
去
５
年
間
の
児
童
養
護
施
設
へ
の
保
育
士
就

職
人
数
は
０
人
で
あ
り
、
保
育
士
の
確
保
は
大
変
厳
し
い
状
況
に

あ
る
。
こ
の
状
況
が
続
く
と
施
設
運
営
そ
の
も
の
が
危
惧
さ
れ
る
。

な
お
、
年
度
中
途
に
育
児
休
暇
等
を
補
充
す
る
た
め
の
保
育
士

確
保
は
さ
ら
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

5

支
障
事
例
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○
県
内
児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
保
育
士
・
児
童
指
導
員
の
配
置
状
況

平
成
２
９
年
４
月
１
日
現
在

※
基
準
上
必
要
な
職
種
は
、
保
育
士
及
び
児
童
指
導
員
で
あ
る
が
、
県
内
５
施
設
の
現
状
は
、
約
８
０
％

は
保
育
士
の
配
置
で
あ
る
。

児
童
指
導
員
が
確
保
で
き
な
い
理
由
は
、
色
々
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
番
大
き
な
理

由
と
し
て
は
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

・
児
童
指
導
員
に
な
り
え
る
職
種
（
社
会
福
祉
士
、
教
諭
等
）
は
、
病
院
等
他
の
施

設
に
配
置
す
れ
ば
診
療
報
酬
上
の
加
算
等
が
受
け
ら
れ
、
処
遇
も
良
い
た
め
、

そ
ち
ら
に
流
れ
て
し
ま
う
。

社
会
福
祉
士
⇒
病
院
等
（
社
会
福
祉
士
配
置
で
入
退
院
支
援
加
算
６
０
０
点
等
）

教
諭
⇒
学
校
等

県
内
児
童
養
護
施
設
の
保
育
士
等
配
置
状
況

職
種

Ａ
施
設
Ｂ
施
設

Ｃ
施
設

Ｄ
施
設
Ｅ
施
設

計
（
）は
割
合

保
育
士

３
１
人

１
６
人

１
８
人

８
人

２
２
人

９
５
人
（８
１
．
２
％
）

児
童
指
導
員

９
人

５
人

０
人

６
人

２
人

２
２
人
（１
８
．
８
％
）

計
４
０
人

２
１
人

１
８
人

１
４
人

２
４
人

１
１
７
人
（１
０
０
％
）
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＜
基
準
省
令
＞

児
童
養
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（昭
和
２
３
年
１
２
月
２
９
日
厚
生
省
令
第
６
３
号
）

第
４
２
条
①
児
童
福
祉
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
（
特
区

法
第
１
２
条
の
５
第
５
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、

保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
内
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
、
第
６
項

及
び
第
４
６
条
に
お
い
て
同
じ
。
）、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄

養
士
及
び
調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設
に
あ
っ
て
は
看
護
師

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
４
０
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設

に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
を
全
部
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調

理
員
を
お
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

7

職
員
配
置
要
件
（
職
員
配
置
関
係
省
令
抜
粋
）
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＜
保
育
士
＞

児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
１
２
月
１
２
日
法
律
第
１
６
４
号
）

第
１
８
条
の
４
こ
の
法
律
で
保
育
士
と
は
、
第
１
８
条
の
１
８
第
１
項
の
登
録
を
受
け
、
保

育
士
の
名
称
を
用
い
て
、
専
門
知
識
及
び
技
術
を
も
っ
て
、
児
童
の
保
育
及
び
児
童
の

保
護
者
に
対
す
る
保
育
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

＜
幼
稚
園
教
諭
＞

学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
３
月
３
１
日
法
律
第
２
６
号
）

第
８
１
条
①
幼
稚
園
に
は
、
園
長
、
教
頭
及
び
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(略
)

②
～
⑤
略

⑥
教
諭
は
、
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

8

保
育
士
及
び
幼
稚
園
教
諭
の
業
務
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１
鳥
取
県
に
お
け
る
保
育
士
の
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（
鳥
取
労
働
局
）

２
保
育
人
材
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
保
育
士
の
就
職
状
況

（
鳥
取
県
社
会
福
祉
協
議
会
参
考
資
料
）

○
保
育
人
材
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
過
去
年
間
の
「児
童
養
護
施
設
」
保
育
士
求
人
・就
職
件
数

平
成
３
０
．
５
．
７
現
在

児
童
養
護
施
設
か
ら
「保
育
士
」
の
求
人
を
出
し
て
い
る
場
合
に
限
定
し
て
集
計

5
※

※

鳥
取
県
に
お
け
る
保
育
士
の
求
人
等
の
状
況

年
度

平
成
２
４
平
成
２
５
平
成
２
６
平
成
２
７
平
成
２
８
平
成
２
９
平
成
３
０

４
月
時
点

０
．
６
８

０
．
８
２

１
．
０
５

１
．
５
４

１
．
６
８

２
．
１
８

２
．
２
７

１
０
月
時
点

０
．
７
９

１
．
７
２

１
．
６
２

２
．
３
１

４
．
０
９

２
．
６
４

年
度

求
人
数
（人
）
就
職
人
数
（人
）

平
成
２
６
～
平
成
３
０

２
５

０
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県
内
Ａ
児
童
養
護
施
設
の
給
人
・採
用
状
況

○
平
成
２
８
年
度
は
、
保
育
士
及
び
児
童
指
導
員
の
募
集
を
３
回
（
計
１
３
名
）行
っ
た
。

児
童
養
護
施
設
に
は
、
４
名
の
応
募
し
か
な
く
、
３
名
が
採
用
さ
れ
た
に
と
と
ま
っ
た
。

○
平
成
２
９
年
度
は
、
保
育
士
及
び
児
童
指
導
員
の
募
集
を
２
回
、
臨
時
で
２
回
（
計
８
名
）
行
っ
た
。

児
童
養
護
施
設
に
は
応
募
７
名
、
採
用
３
名
（１
名
辞
退
）だ
っ
た
。

○
求
人
の
工
夫
、
採
用
改
善
の
た
め
次
の
こ
と
を
実
施
。

・
法
人
の
施
設
と
の
合
同
で
、
卒
業
見
込
者
・就
職
希
望
者
等
へ
の
説
明
会
を
開
催
。

・
県
内
、
隣
県
の
大
学
、
短
大
の
就
職
フ
ェ
ア
に
出
向
き
、
説
明
。

・
職
業
安
定
所
、
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
が
行
う
就
職
フ
ェ
ア
に
参
加
し
て
説
明
。

・
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
の
た
め
、
企
業
主
導
型
保
育
所
を
設
置
予
定
（平
成
３
０
年
度
）

・
職
員
の
待
遇
改
善
の
た
め
、
育
児
中
の
職
員
の
短
時
間
勤
務
や
給
与
規
定
の
見
直
し

10

県
内
の
児
童
養
護
施
設
の
求
人
・採
用
状
況
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11

県
内
の
児
童
養
護
施
設
の
現
場
の
意
見

○
Ａ
児
童
養
護
施
設

・保
育
士
の
募
集
を
し
て
も
必
要
数
を
採
用
で
き
な
い
状
況
。
ま
た
、
年
度
中
途
に
欠
員
が
生

じ
た
場
合
の
採
用
は
さ
ら
に
困
難
。

・幼
稚
園
教
諭
で
あ
れ
ば
十
分
に
保
育
士
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
幼
稚
園
教
諭
を
配
置
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

○
Ｂ
児
童
養
護
施
設

・平
成
２
８
年
度
の
新
規
採
用
は
１
名
。
平
成
２
９
年
度
は
０
名
。

・募
集
を
か
け
て
も
保
育
士
は
応
募
が
な
く
保
育
士
は
保
育
所
に
行
く
。
児
童
養
護
施
設
に
は

な
か
な
か
来
な
い
の
で
欠
員
の
ま
ま
な
ん
と
か
全
体
で
対
応
す
る
し
か
な
い
。

・幼
稚
園
教
諭
で
児
童
福
祉
施
設
で
勤
務
経
験
を
有
す
る
者
を
児
童
指
導
員
と
し
て
採
用
し

て
い
る
実
績
が
あ
る
。
幼
稚
園
教
諭
で
も
児
童
支
援
は
十
分
可
能
。

○
Ｃ
児
童
養
護
施
設

・保
育
士
は
、
３
～
４
年
採
用
で
き
な
い
状
況
が
続
き
欠
員
で
い
た
。
内
定
し
て
い
て
も
辞
退
さ

れ
る
者
が
あ
っ
た
。

・年
度
中
途
は
応
募
が
全
く
な
い
。
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○
幼
稚
園
教
諭
免
許
取
得
者
も
要
件
に
加
え
る
こ
と
で
、
応
募
枠
が
広
が
り
応
募
が
増

え
れ
ば
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
解
消
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

※
県
内
で
は
幼
稚
園
教
諭
免
許
取
得
者
は
毎
年
約
１
３
０
名
。
う
ち
約
８
割
が
県
内
に
就
職
。

※
県
内
で
毎
年
約
１
２
０
名
の
幼
稚
園
免
許
取
得
者
・保
育
園
資
格
を
有
す
る
卒
業
生
を
出
し
て

い
る
大
学
の
進
路
担
当
者
は
、
「保
育
士
・幼
稚
園
教
諭
の
両
方
の
資
格
・免
許
を
有
し
て
い

て
も
、
就
職
先
の
関
係
で
保
育
士
資
格
で
就
職
す
る
卒
業
生
も
多
い
。
幼
稚
園
免
許
し
か
有

し
て
い
な
い
卒
業
生
も
一
定
数
お
り
、
幼
稚
園
免
許
で
施
設
が
採
用
募
集
を
す
る
な
ら
、
就

職
先
が
広
が
る
こ
と
に
な
り
施
設
就
職
希
望
者
に
は
朗
報
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

○
児
童
、
特
に
幼
児
の
保
育
の
専
門
知
識
を
有
す
る
保
育
士
と
幼
稚
園
教
諭
と
は
、

そ
の
資
格
取
得
や
免
許
取
得
の
過
程
は
異
な
る
が
、
児
童
養
護
施
設
と
い
う
養
育
の

現
場
で
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
互
い
の
知
識
・
技
術
が
刺
激
し
あ
い
、
良
い

意
味
で
各
々
の
専
門
知
識
に
影
響
を
与
え
、
資
質
を
高
め
て
い
け
る
と
い
う
相
乗
効
果

が
期
待
で
き
る
。

○
ま
た
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
取
得
者
自
身
の
職
の
選
択
肢
も
増
え
、
限
ら
れ
た
人
材

の
有
効
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。

12

提
案
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
る
効
果
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提
案
番

号
２
１

放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
基
礎

資
格
に
係
る

実
務
経

験
（
総
勤
務
時
間
数
）
の
見
直

し

平
成
３
０
年
７
月
１
０
日
（
火
）

豊
田

市

1
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重点番号４：放課後児童クラブに係る「従うべき基準」等の見直し（豊田市）


	資料のみ結合
	3_児童養護施設に配置すべき職員の数に幼稚園教諭を含めることができるよう見直し
	児童養護施設の　　�　 保育士配置基準の緩和�
	＜鳥取県内の児童養護施設：５か所  定員２１３人＞
	提案の概要
	提案に至った背景
	支障事例
	県内児童養護施設の保育士等配置状況





